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本日説明する主な内容

地理空間情報活用推進基本法及び基本計画

地理空間情報産学官連携協議会

国土地理院が取り組む重点施策等国土地理院が取り組む重点施策等



地理空間情報活用推進基本法及び地理空間情報活用推進基本法及び間情報活用推進 本法及
地理空間情報活用推進基本計画

間情報活用推進 本法及
地理空間情報活用推進基本計画
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地理空間情報活用推進について

経緯：

○平成19年5月 議員立法により「地理空間情報活用推進基本法」が成立(同年8月29日施行)
○基本法第9条の規定に基づき、政府は、「地理空間情報活用推進基本計画」を閣議決定

（計画期間は平成23年度まで）（計画期間は平成23年度まで）

計画の目標

GPS衛星
衛星測位

デジタル化
された地理空

人工衛星から発射される信
号を用いて位置や時刻情報を

地理情報システム（ＧＩＳ）
Geographic Information System

衛星測位（PNT）
Positioning, Navigation and Timing

道路建物

住居表示
カーナビ

された地理空
間情報を電子
地図上で一体
的に処理して
視覚的な表現

号を用いて位置や時刻情報を
取得したり、これらを利用し
て移動の経路等の情報を取得
すること

経緯：
地番

歩行者ナビや高度な分析
を行う情報
システム ＧＩＳ

誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報を使ったり
基づ 確 き高度な分析に基づく的確な情報を入手し行動できる

地理空間情報高度活用社会の実現 １



地理空間情報活用推進基本法

第９条
（地理空間情報活用推進基本計画の策定等）
「政府は 地理空間情報の活用の推進に関する総合的か

地理空間情報活用推進基本法
（平成19年５月30日 法律第63号 ）

基盤地図情報に係る項目・基準

○平成19年国土交通省令第78号
「政府は、地理空間情報の活用の推進に関する総合的かつ
計画的な推進を図るため、地理空間情報の推進に関する基
本的な計画を策定しなければならない。」

地理空間情報活用推進基本計画

○平成19年国土交通省令第78号
○平成19年国土交通省告示第1144号

地理空間情報活用推進基本計画
（平成20年４月15日 閣議決定 ）

第Ⅰ部 ４． （３）④ (計画のフォローアップ)

「本計画を推進するため、政府は、各施策のより具体的な
目標やその達成期間等について検討を行い、毎年度、そ
の進捗状況のフォローアップを行う。(以下略）」

計画期間：平成23年度まで

捗

地理空間情報の活用推進に関する実施計画

○関係府省において推進する具体的施策の目標やその達成期間等を「地理空間情報の活用推進に関する実施

地理空間情報 活用推進に関する実施計画
（Ｇ空間行動プラン） （平成20年8月１日策定）

（平成21年6月10日更新）

○関係府省において推進する具体的施策の目標やその達成期間等を「地理空間情報の活用推進に関する実施
計画（Ｇ空間行動プラン）」としてとりまとめ。

○「地理空間情報活用推進会議」を中心として、フォローアップを行いながら、地理空間情報の総合的・計画的な活
用を推進。 5



地理空間情報活用推進に関する政府の体制

○地理空間情報活用推進会議○地理空間情報活用推進会議
＜体制＞
議長 内閣官房副長官補
副議長 内閣官房、内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省の各担当局長級

構成員 その他の関係省庁の局長級（国土地理院長）
＜検討事項＞＜検討事項＞
①地理空間情報の活用の推進に共通する施策
②地理情報システムに係る施策
③衛星測位に係る施策

○地理空間情報活用推進会議幹事会
議長 内閣官房内閣審議官
議長代理 内閣官房内閣参事官
副議長 内閣官房、内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省

の各担当課長級の各担当課長級

構成員 その他関係省庁課長級（国土地理院企画部長）

○地理情報システムワーキンググループ
議長 内閣官房内閣参事官
議長代理 国土交通省国土計画局参事官

○衛星測位ワーキンググループ
議長 内閣官房内閣参事官
議長代理 内閣官房内閣参事官（宇宙開発戦略本部事務局）議長代理 国土交通省国土計画局参事官

副議長 国土交通省大臣官房技術調査課長

国土交通省国土地理院企画部長
構成員 その他関係省庁課長級

議長代理 内閣官房内閣参事官（宇宙開発戦略本部事務局）
副議長 内閣府、総務省、外務省、文部科学省、 経済産業省、

国土交通省 の各担当課長

構成員 その他関係省庁課長級（国土地理院企画部長）

○個人情報保護・知的財産に関する検討チーム
議長 国土交通省国土計画局参事官

議長代理 国土交通省国土地理院企画部長
構成員 その他関係省庁課長級

国土地理院地理空間情報企画室長

○国の安全に関する検討チーム
議長 内閣官房内閣参事官（安危）
構成員 その他関係省庁課長級

（国土地理院企画部長）

（国土地理院地理空間情報企画室長）

平成21年11月現在
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地理空間情報活用推進会議構成員
 （議 長） 内閣官房副長官補
 （副議長） 内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補（内政・外政担当）付）

内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長
内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）
総務省大臣官房総括審議官
文部科学省研究開発局長文部科学省研究開発局長
経済産業省製造産業局長
国土交通省大臣官房技術総括審議官
国土交通省国土計画局長長

 （構成員） 内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付）
警察庁長官官房技術審議官
法務省民事局長
外務省国際情報統括官
財務省大臣官房長
厚生労働省政策統括官（労働担当）
農林水産省大 官 技術総括審議官農林水産省大臣官房技術総括審議官
国土交通省国土地理院長
環境省大臣官房審議官
防衛省防衛政策局長防衛省防衛政策局長
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○ 基盤地図情報の上に災害情報、地質、水文などの各種情報を統合し、共有

地理空間情報の高度活用イメージ

○ 基盤地図情報の上に災害情報、地質、水文などの各種情報を統合し、共有
○ 調査、計画、施工、維持管理の様々な段階で必要な地理空間情報を活用

○ 地理空間情報の活用により新産業・サービスの創出などイノベーションの実現に重要
な役割役

○○駅
＊＊

△△町
○○駅

＊＊

△△町
○○駅

＊＊

△△町

現地の活動等状況に基づき支援・調整携帯電話で飲食店案内

地理空間情報の
スパイラルアップ

○○アセスメント○○アセスメント
社会資本社会資本

新産業・サービスの創出 安全・安心な社会

□□町□□町□□町

自動観光案内流れを円滑にサポートするICT

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してくださ
い。

災害対策本部

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してくださ
い。

災害対策本部
災害情報

基準点

自然環境

スパイラルアップ 社会資本
管理システム
社会資本

管理システム

ヒト・モノ・クルマの
流れの円滑化

観 光

ICTを使 た授業 究 高度化
地 質

気 象

土地利用

地 形
各種工事
施工施工状況 河川に関する

情報システム

＊○○駅

△△町

＊○○駅

△△町

流れの円滑化 ICTを使った授業・研究の高度化

ICTを使った住民参画社会の構築

地 質

空中写真水 文

Ａ市都市計画図

＊

□□町

＊

□□町

地域の活性化 教育・研究開発

誰でも自由に行動国境監視・国土の記録

基 盤 地 図

都市計画図

＊＊
○○駅

□□町

△△町

都市計画図

＊＊
○○駅

□□町

△△町

B市道路管理用図面

データ編集

国土監視 ユニバーサル社会
沖ノ鳥島

様々な地理空間情報を
基盤地図情報上に統合



地理空間情報プラットフォームの表示例
地盤情報（・）と地価情報（公 調）の重ね合わせ http://www spat nilim go jp/gpf2007地盤情報（・）と地価情報（公 調）の重ね合わせ http://www.spat.nilim.go.jp/gpf2007



地理空間情報活用推進地理空間情報活用推進

基本計画の重点施策基本計画の重点施策
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基本計画における現状の課題と重点施策

地理空間情報の整備 提供 流通の促進

計画に掲げる重点施策
現状の課題

地理空間情報の整備・提供・流通の促進

○地理空間情報の電子化・提供が十
分に進んでおらず 地理空間情報の

地理空間情報に関するJIS等を制定し、普及を図る

○基盤地図情報の項目及び満たすべき基準の省令・告示の制定

現状の課題

分に進んでおらず、地理空間情報の
相互利用が進んでいない

○地理情報標準に対応した、公共測量作業規程準則の普及

個人情報･知的財産権等の取扱いに関するガイドラ

○地理空間情報に関する個人情報、
知的財産権の取り扱いが不明瞭

インを平成22年度に策定する

個人情報保護のための
加工措置や提供制限措

－＞様々な主体が作成した地理空

間情報を円滑に整備・提供・流

加工措置や提供制限措
置

保護措置が必要な情報
かどうかの判断指針間情報を円滑に整備 提供 流

通させるためのルールが必要
データ作成業務における
受注者との契約関係等

二次利用の許諾や制限、
データ利用約款 等



基本計画における現状の課題と重点施策

地理空間情報の重ね合わせと基盤地図情報の整備 更新 提供

計画に掲げる重点施策現状の課題

地理空間情報の重ね合わせと基盤地図情報の整備・更新・提供

○異なる背景地図をもとに位置情報

共通白地図（基盤地図情報）の整備を推進

○国土地理院が平成23年度までに全国の基盤地図情報を概成

○異なる背景地図をもとに位置情報
が整備されていないため、接合できな
い、上乗せ情報の整合もとれない

国の保有する基盤地図情報を原則、インターネット
提供する

○国土地理院は平成20年度から順次提供開始
赤：固定資産
灰：都市計画
青：道路管理

人口統計

防災施設

下水道台帳

地
域
住

－＞地理空間情報の位置の基
準となる共通白地図が必要 重ね合わせ

下水道台帳

都市計画図

等

無償若しく
は低廉

住
民
や
企

共通白地図

重ね合わせ

無償

企
業
で
の
活統合利用を可能に 活
用



基本計画における現状の課題と重点施策

衛星測位に係る研究開発、技術検証・利用実証の推進

○衛星測位の利用に いては 米国の
米国政府との密接な連絡調整

計画に掲げる重点施策現状の課題

衛星測位に係る研究開発、技術検証 利用実証の推進

○衛星測位の利用については、米国の
GPSに依存

－＞信頼性の高いサービスの安定

米国政府との密接な連絡調整

衛星測位の高度な技術基盤の確立を推進

＞信頼性の高いサ ビスの安定
的な確保が必要

産学官の連携の強化
カーナビ

測量

船舶・航空

パーソナルナビ

○社会のニーズをとらえた施策の実施、
計画に掲げる重点施策

現状の課題

技術開発や多様なサービスの展開を実
現することが重要

－＞保有データと社会ニーズとの

地理空間情報産学官連携協議会の設置・運営

地域において、地理空間情報に関する
産学官連携の組織を育成－＞保有データと社会ニーズとの

産学官連携の強化が必要

産学官連携の組織を育成



地理空間情報活用施策の推進地理空間情報活用施策の推進

国が行う施策 地方公共団体
が

民間が行う事項

当該地域の状況

国が行う施策
が行う施策

民間が行う事項

政府の地理空間情報活用
推進施策の策定 実施 に応じた地理空

間情報の活用の
推進

推進施策の策定・実施

関係行政機関の協力体制
構築

基盤地図情報の整備 活用及び更新

の構築
良質な地理情報

の提供

基盤地図情報の整備・活用及び更新

利用環境の整備及び普及・啓発の取り組み 施策 の協力利用環境の整備及び普及・啓発の取り組み

調査および研究開発

施策への協力

調査および研究開発
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地理空間情報地理空間情報地理空間情報
産学官連携協議会

地理空間情報
産学官連携協議会産学官連携協議会産学官連携協議会
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地理空間情報産学官連携協議会
平成２０年１０月１６日設置

基本計画及びＧ空間行動プランに基づき設置 基本計画及びＧ空間行動プランに基づき設置

 地理空間情報に係る課題認識と情報の産学官の間での共
有を図り もって 地理空間情報の効果的な活用を推進す有を図り、もって、地理空間情報の効果的な活用を推進す
ることを目的

 目的を達成するため 次の事項に関する意見交換 情報 目的を達成するため、次の事項に関する意見交換、情報
提供等実施

（１）地理空間情報の活用推進に係る重要課題及び政策の基本的方向
（２）地理空間情報の活用推進に係る具体的施策の動向等（２）地理空間情報の活用推進に係る具体的施策の動向等
（３）地理空間情報に係る関連産業、技術・研究開発等の動向等
（４）地理空間情報に係る国内外の学術の動向等
（５）その他地理空間情報に関し産学官が連携して取り組むべき課題（５）その他地理空間情報に関し産学官が連携して取り組むべき課題

 「全体会議」（構成員全員が参加）と「ワーキンググループ」
（必要に応じ個別のテーマ毎に設置）から構成
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地理空間情報産学官連携協議会の体制

共通的な基盤技術に関する研究開発ＷＧ共通的な基盤技術に関する研究開発ＷＧ（平成20年10月16日設置）共通的な基盤技術に関する研究開発ＷＧ共通的な基盤技術に関する研究開発ＷＧ（平成20年10月16日設置）
目的：地理空間情報の利活用に資する共通的な基盤技術に関する研究開発

の情報交換等を実施する。
幹事：産・（財）衛星測位利用推進センター

学・東京大学空間情報科学研究センター長・教授
官 内閣府政策統括官（科学技術政策 ベ 担当）付

全
体
会

全
体
会 官・内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付

国土交通省国土地理院、国土交通省国土計画局

防災分野における地理空間情報の利活用推進のための基盤整備ＷＧ防災分野における地理空間情報の利活用推進のための基盤整備ＷＧ

会
議
会
議（

平
成
二

事
務
局内 防災分野 おける地理空間情報の利活用推進のための基盤整備防災分野 おける地理空間情報の利活用推進のための基盤整備

（平成20年10月16日設置）

目的：防災分野における地理空間情報の利活用推進のための基盤整備に向け
て、技術動向等に関する情報共有を図るとともに、今後の取り組みの方
向性について意見交換を実施する

二
〇
年
一

局内
閣
官
房
、 向性について意見交換を実施する。

幹事：産・（財）衛星測位利用推進センター連携協力推進本部長
LCDM推進フォーラム事務局長

学・名古屋大学大学院環境工学研究科教授
東京大学空間情報科学研究センター長・教授

〇
月
一
六

国
土
地
理 東京大学空間情報科学研究センタ 長 教授

官・内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付参事官
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官

Ｇ空間ＥＸＰＯに関するＷＧＧ空間ＥＸＰＯに関するＷＧ（平成21年6月23日設置）

六
日
設
置
・

理
院
、
国
土 Ｇ空間ＥＸＰＯに関するＷＧＧ空間ＥＸＰＯに関するＷＧ（平成21年6月23日設置）

目的：新たな産業・サービスの創出や創意工夫を掘り起こす目的で実施される
G空間EXPOに関し、産学官で連携して、開催内容や運営方法・役割分
担等について検討する。

幹事 産 社 本 協会専務 事

開
催
）

土
計
画
局

17

幹事：産・（社）日本測量協会専務理事
学・（社）地理情報システム学会長
官・内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）

国土交通省国土地理院企画部長、国土交通省国土計画局参事官



国土地理院が取り組む国土地理院が取り組む国土地理院が取り組む
重点施策

国土地理院が取り組む
重点施策

18



国土地理院の重点施策国 地 院 重点施策

地理空間情報をいつでも、どこでも、誰でも活用できる社会の実現

○ 国土地理院を取り巻く近年の社会情勢の変化
◆少子高齢化・労働人口減少、経済・雇用の低迷による社会的不安・閉塞感の拡大や地球環境へ
の配慮 省エネルギ 対策に対する関心の高まりの配慮・省エネルギー対策に対する関心の高まり

◆地理空間情報活用推進基本法、海洋基本法及び宇宙基本法の施行と各基本計画の決定、国土形
成計画及び社会資本整備重点計画の決定、並びにＧ空間行動計画の策定

◆地理空間情報の高度な活用の推進に向けた先導的取組への期待

「基本測量に関する長期計画」
（H21～H30年度）

「基本測量に関する長期計画」に基づき、地理空間情報活用推進行政を着実に推進

○ 国土地理院の取組（平成22年度）

基本測量に関する長期計画」に基づき、地理空間情報活用推進行政を着実に推進

１）安全・安心な社会の実現に不可欠な地理空間情報の整備・更新

２）暮らしやすく活力のある社会を実現するための地理空間情報の活用推進

） 際連携 お る ダ プ 発揮３）国際連携におけるリーダーシップの発揮



主な重点項目及び予算要求項目

１）安全・安心な社会の実現に不可欠な地理空間情報の整備・更新

① 国土の位置の基準を定める位置情報基盤の高度化の推進

・基盤地図情報整備《２，６０７約万円》

・電子基準点測量（準リアルタイム解析､火山統合解析等を含む）《７９２百万円》

② 電子地図上の位置の基準となる基盤地図情報の整備・更新

盤 図情報整備《 ， 約 》

・電子国土基本図の整備（地図情報､オルソ画像、地名情報）《６７９百万円》

④ 災害時の迅速な対応及び防災に役立 情報の整備

③ 国土を表す地図の基準となる電子国土基本図の整備・更新

２）暮らしやすく活力のある社会を実現するための地理空間情報の活用推進

・風水害基礎情報整備 《５３百万円》

④ 災害時の迅速な対応及び防災に役立つ情報の整備

２）暮らしやすく活力のある社会を実現するための地理空間情報の活用推進

・基盤地図情報フォーラムの開催《 ８百万円》

① 産学官連携による地理空間情報活用の推進

② ネットワ クによる地理空間情報活用のための環境整備

３）国際連携におけるリーダーシップの発揮
・電子国土Webシステムの機能拡充《４７百万円》

② ネットワークによる地理空間情報活用のための環境整備

・アジア太平洋地域地殻変動監視経費《 ４０百万円》

① VLBI,GNSS等の国際共同観測への積極的な参画と推進



１）安全・安心な社会実現に不可欠な地理空間情報の整備・更新１）安全・安心な社会実現に不可欠な地理空間情報の整備・更新

① 国土の位置の基準を定める位置情報基盤の高度化の推進
◆ GPS連続観測システム（GEONET）の高度化

◆ 離島の基準点整備
◆ セミ・ダイナミック補正の本格導入

GEONETの高度化

中央局

準リアル
タイム解析次世代

GNSS対応
新システム
の設計地殻変動による

不整合を取り除
き1997年１月

◆ VLBI-GPS統合解析

電子基準点

ＧＰＳ火山観測データ
火山統合解析

中央局

火山統合解析
実用化

解析手法
高度化

き1997年１月
１日（元期）の
位置を求める

③ 国土を表す地図の基準となる
電子国土基本図の整備・更新

② 電子地図上の位置の基準とな
る基盤地図情報の整備・更新

実用化

GPS測量による離島の高精度な位置決定

◆ 基盤地図情報の更新と非線引き区域に
おける縮尺レベル2500の初期整備

図情報 備 更新
◆ 基盤地図情報整備と一体とした電子国

土基本図（地図情報）の整備
◆ 電子国土基本図（オルソ画像）の整備
◆ 電子国土基本図（地名情報）の整備

標高デ タの作成

国の機関・地方公共団体 国土地理院 地形図等

○地図情報

統合統合
提提

新たな表現。デジタル形式による
迅速な提供。

「電子国土基本図」の整備

写真測量

標高データの作成
写真測量による方法と航空レーザ測量による方法
により標高データを作成します。

航空レーザ測量

都市計画基図等

地図情報

○オルソ画像
基盤地図情報 国土管理等に必要な

情報（地名等）

統合統合
提提
供供

地図情報（イメージ）

地図に直接重ね合わせが可能。
国土管理に必要な新たな情報
インフラ。

国・地方公共団体の正確な地理的情報を継ぎ目なく接合し、
編集して電子化された地図を作成

基盤地図情報の提供

基盤地図情報の整備

標高データの作成

オルソ画像

オルソ画像空中写真

インターネットを通じて、無償提供
http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html

基盤地図情報の提供

（神戸市の一部）

基盤地図情報の整備・更新・提供を推進



２）暮らしやすく活力ある社会を実現するための地理空間情報の活用推進２）暮らしやすく活力ある社会を実現するための地理空間情報の活用推進

① 産学官連携による地理空間情報活用の推進

知識流通

有識者による基調講演有識者による基調講演

◆ 政府の取組に対する施策の推進のための体制強化

◆ 地域の産学官連携の枠組み（協議会）の構築

◆ G空間EXPOにおける基盤地図情報フォーラムの開催
産学官

フォーラム開催フォーラム開催

◆ 政府の取組に対する施策の推進のための体制強化

情報交流

連携強化

意見交換会意見交換会ポスター発表ポスター発表
◆ 迅速かつ効率的な基盤地図情報更新の仕組みの構築

② ネットワークによる地理空間情報活用のための環境整備

閲覧者のパソコン

情報発信者

32.624

36.3256

緯度

139.224

139.526

経度

4▲▲川土手２

5○○公園北門１

お勧め名称通番

◆ 地理空間情報流通のワンストップサービス化の推進

◆ 電子国土Webシステムの高度化と普及 情報が合成されて表示

XXX公園
おすすめ度
★★★☆☆

国土地理院

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

例：桜の名所情報

35.524

38.428

140.628

140.022

4△△公園４

3XX大学構内３

新の地図 ータ◆ 子国 高度化 普及

◆ 電子国土基本図のオンライン・オンデマンド提供

最新の地図 タ
表示ソフトウェア

・モジュールによる簡便な
◆ 地理空間情報の位置的整合を図る手法の確立 検証

ジ よる簡便な
サービスの導入

・行政情報の容易な共有、
発信

◆ 地理空間情報の位置的整合を図る手法の確立・検証


